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「新幹線パンタグラフすり板摩耗監視システム」取付けに関する申し入れ

１２月４日から大阪仕業検査車両所の仕業庫１番線で「新幹線パンタグラフすり板摩

耗監視システム」の取付け工事が行われ、９日に仕業庫１番線の「新幹線パンタグラフ

すり板摩耗監視システム」装置の取付けが終了した。しかし、現場管理者に対して「新

幹線パンタグラフすり板摩耗監視システム」とはどの様なものか質問をしても「よくわ

からない」というだけで具体的な説明がまったくない。

よって、以下のように申し入れるので早急に労使協議の場を設定すること。

記

１．「新幹線パンタグラフすり板摩耗監視システム」とはどのようなものか明らかにする

こと。

２．「新幹線パンタグラフすり板摩耗監視システム」は仕業庫１番線以外にも設置される

のか明らかにすること。またその取付け工事の日程及び計画を明らかにすること。

３．「新幹線パンタグラフすり板摩耗監視システム」の運用をいつから行う予定なのか明

らかにすること。

４．「新幹線パンタグラフすり板摩耗監視システム」のすり板取替基準は何ミリなのか明

らかにすること。

５．「新幹線パンタグラフすり板摩耗監視システム」の信頼性の確保はどのようにしたの

か明らかにすること。

６．「新幹線パンタグラフすり板摩耗監視システム」を仕業検査の中でどのように活用す

る予定なのか明らかにすること。

以 上


